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はじめに

急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現

するため、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮し職業生活にお

いて活躍できるよう、平成２７年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」とい

う。） 」が施行されました。

小山市では、「女性活躍推進法」及び「次世代育成支援対策推進法」に定める特定事業主行動計画として、「小山市

職員女性活躍推進行動計画」（第１期計画：平成２８年度～令和元年度、第２期計画：令和２年度～令和６年度）を策

定し、性別、年齢を問わず全ての職員が十分な能力を発揮できる職場を実現し、全職員が社会の変化に順応しながら果

敢にチャレンジできる組織づくりのため、様々な取り組みを行ってきました。その間も社会情勢は刻一刻と変化し、独

立行政法人労働政策研究・研修機構「早わかりグラフで見る長期労働統計」によれば、平成２８年は１，１３６万世帯

であった共働き世帯数
※
は令和５年は１，２７８万世帯と１４２万世帯増加し、内閣府「高齢社会白書」によれば、平

成２８年は２７．３％であった高齢化率も令和５年では２９．１％と１．９％増加しており、育児や介護をしながら働

く人が仕事と生活を両立し、働き続けていくことができる職場環境づくりの推進がより一層求められています。

第２期計画が令和６年度をもって満了することに伴い、第３期計画を策定し、誰もが高い意欲と能力を持って様々な

働き方や生き方に挑戦できる機会を提供することで、全職員が小山市職員としてのやりがいを感じながら働き続けられ

る環境づくりをすることにより、女性職員の活躍を一層推進していきます。

※ 夫婦ともに非農林業雇用者である世帯
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１．計画について

「女性活躍推進法」では、国や地方自治体、民間事業主（常時雇用する労働者の数が１０１人以上）において、目標や取組内容

を示した「特定事業主行動計画」について、策定、公表を行うことが定められています。

３．計画の策定者

小山市長、小山市議会議長、小山市教育委員会、小山市代表監査委員、小山市公平委員会、小山市選挙管理委員会、小山市農業

委員会、小山市消防本部消防長（以下、「小山市」という。）により策定しています。

４．実施状況の把握及び公表

２．計画期間

各年度の実施状況を把握し、次世代育成支援対策推進法による特定事業主行動計画とともに、計画的かつ効果的に推進し、本計

画の実施状況及び女性の職業選択に資する情報等の公表を行います。

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間

1



５．第２期計画（令和２年度～令和６年度）の振り返り

【目標達成状況】

（１）女性の採用に関するもの

【目標１】採用試験からの採用者に占める女性の割合を令和６年度までに５０％程度にする。
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令和２年度から令和６年度までの採用者は平

均５６．２人であり、うち採用者に占める女性

の割合は４１．６％となりました。

受験者の男女比や試験結果に左右されるため、

令和２年度、令和４年度は目標を達成しました

が、令和３年度、令和５年度、令和６年度は目

標の５０％を下回るという結果となりました。

全ての部局

※ 令和６年度は公表後に採用試験を実施したため、公表した値と数値が異なっています。



５．第２期計画（令和２年度～令和６年度）の振り返り

【目標２】採用者の女性消防職員の総人数を、令和元年度の実績（７人）より５人引き上げ、１２人にする。
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3

令和２年度から令和６年度までの採用者の女

性の総人数は平均７．６人であり、うち採用者

に占める女性の割合は５．２％となりました。

令和２年度から令和６年度にかけて、１２名の

女性受験者がいましたが、採用となったのは令

和６年度の２名であったため、総数としては伸

びませんでした。

消防本部のみ



５．第２期計画（令和２年度～令和６年度）の振り返り

（２）女性の登用に関するもの

【目標３】管理監督職に占める女性職員の割合を３０％以上にする。
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令和２年度から令和６年度までの管理監督職

に占める女性職員の割合は全ての年度において

３０％以上だったたため、目標を達成しました。

管理監督職への女性職員の積極的な登用を継続

していきます。

消防本部を除く全ての部局



５．第２期計画（令和２年度～令和６年度）の振り返り

（３）家庭と仕事の両立に関するもの

【目標４】テレワーク勤務を実施可能にする。
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令和２年９月に「小山市職員テレワーク推進計

画」を策定し、テレワーク勤務を実施可能とし

ました。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、

在宅勤務を必要とする職員が増えたことから、

令和３年度のテレワーク申請者が大幅に増加し

ました。

令和４年度以降は、新型コロナウイルス感染

症拡大対策のための在宅勤務に代わり、育児や

介護をしながら働く職員の申請が増加しました。

全ての部局



５．第２期計画（令和２年度～令和６年度）の振り返り

【目標５】年間平均時間外勤務時間数を平成２９年度（平均１８３．８９時間）に対し５％削減する。
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令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大の

影響もあり、在宅勤務者が大幅に増えたため時

間外勤務時間数も減少しました。

時間外勤務の事前命令を徹底することで、年

間平均時間外勤務時間数を平成２９年度の時間

数に対し５％削減するという目標を達成しまし

た。

全ての部局



５．第２期計画（令和２年度～令和６年度）の振り返り

【目標６】職員１人あたりの年次有給休暇の平均取得日数を１２日かつ、最低取得日数を６日にする。
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令和２年度から令和５年度までの職員１人あ

たりの年次有給休暇の平均取得日数は全ての年

度において１２日以上だったため、目標を達成

しました。しかし、最低取得日数は０日だった

ため、目標を達成できませんでした。

全ての部局



５．第２期計画（令和２年度～令和６年度）の振り返り

【目標７】育児休業を取得する男性職員の割合を４０％以上にする。
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令和２年度から令和５年度までの育児休業を

取得した男性職員の割合は、全ての年度におい

て４０％以上であったため、目標を達成しまし

た。

１年間の育児休業を取得する男性職員も増え

てきたため、引き続き育児休業取得を推進して

いきます。

全ての部局



５．第２期計画（令和２年度～令和６年度）の振り返り

【目標８】制度が利用可能な男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇について、１人当たりの平均取得日数

を合計５日以上にする。
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令和２年度から令和５年度までの配偶者出産

休暇及び育児参加のための休暇取得日数は全て

の年度で５日を下回ったため、目標を達成でき

ませんでした。

しかし、令和２年度から比べて令和５年度の平

均取得日数は１．２ポイント上昇しているため、

今後の数値の改善が期待できます。

全ての部局



６．本市における状況と課題

10

（１）職員の採用・育成・登用

採用した職員に占める女性職員の割合は、約３０～５４％、ここ５年間の平均では４１．６％となりました。職員に占

める女性職員の割合は３５．６％となっており、特に保健師や保育士といった専門職ではその割合が高くなっています。

職位ごとに占める女性職員の割合をみると、主事５２．９％、主査３７．３％、主任４２．２％、管理監督職（係長以上

の職） ３０．２％となっています。

主任以下の職員４５５人に対し、将来、管理監督職に就くことに興味があるかという問いに対し、興味があると回答し

た職員は１６０人で全体の３５．１％であり、うち女性職員は４１人で２５．６％でした。興味がないと回答した職員の

主な理由は、自分の判断や裁量で物事を進めることに自信がないといった内容でした。特に女性職員については、仕事と

私生活の両立が困難になるのではないか感じる職員が多い結果となりました。自分のキャリアデザインや将来像について

あまりイメージできないと考える職員も多いようです。

管理監督職に占める女性職員の割合を上げていくためには、キャリアパスの提示やロールモデルとなる管理監督職の事

例づくり、研修による教育、仕事と生活との両立ができる環境の整備が求められています。

女性活躍推進法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係

る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。）第２条に基づき、女性職員の職業生活における活躍に関する状況の把握、分析に併

せ、全職員を対象としたアンケート調査を令和６年１２月から令和７年１月にかけて実施しました。職員数１，９９１名（正職員

１，３０９名、会計年度任用職員６８２名）のうち、アンケート回答者数は８９８名（正職員６９１名、会計年度任用職員２０７

名）で回答率は４５．１％でした。当該分析の結果、本市における状況と課題は次のとおりです。

女性消防職員の採用に関して、令和元年は第１期行動計画の目標値である採用者の女性消防職員の総人数を６人以上に

するという目標を達成しましたが、令和２年度から令和５年度までの採用者がおらず、令和６年度に２名と目標を下回っ

ています。採用者数を増やすためにも、女性消防職員の働きやすい職場環境の整備と説明会等の周知活動を継続的に実施

する必要性があります。



６．本市における状況と課題

11

（２）職員の意識

アンケートで、現在の職場でやりがいをもって仕事ができていると思うかという問いに対し、思うと回答した職員は７

１２人で全体の７９．３％でした。特に、自分の能力が活かされているときにやりがいを感じるという職員が多く、エン

ゲージメントの高い状態を保つことが求められています。

また、休暇制度等の取得について、職場はどのような職場環境かという問いに対しては、男女ともに取得しやすいと回

答する職員が多く、男性職員の育児参加や育児休業取得についても積極的に推進していくべきと回答する職員が多い結果

となりました。一方で、育児や介護休暇の取得について、権利のためやむを得ないという意識や、業務分担や業務量のか

たよりが生じてしまうことに不満を感じる職員もいることから、全ての職員がやりがいを持ち働ける環境づくりが求めら

れています。

（３）職員の仕事と育児・介護の両立

配偶者がいる職員のうち約８７％は配偶者が就労しており、市職員においても共働き世帯が多くを占めています。また、

子がいる若しくは子を将来的に考えている職員は全体の約７０％、介護を要する家族がいる若しくは将来的に必要になる

職員は全体の約４６％となっています。

アンケートにおいて、育児・介護等をしている職員が活躍するうえで必要と思うものは何かの問いに対し、上司の理解

や同僚の理解、休暇の取りやすさが上位を占めました。これは、職員全体の働きやすさに必要なものにも共通しています。

また、育児休業している職員は職場環境や仕事と生活の両立に不安を感じ、休暇・休業中の情報提供や所属長との面談を

必要としています。

小山市では、職員の育児・介護に関する制度面の不満はあまりなく、職場内での円滑なコミュニケーションから形成さ

れる「心理的安全性」が求められているという結果が得られました。



６．本市における状況と課題
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（４）職員の仕事と健康課題の両立

時間外勤務が生活に影響を与えていると思う職員は全体の約５６％でした。時間外勤務の要因としては、業務繁忙が主

な理由であり、年次有給休暇を計画的に取得できない要因ともなっています。

職員数や業務遂行体制への不満があり、休暇を取得しやすい雰囲気づくりやワーク・ライフ・バランスに対する意識改

革などが求められています。



７．数値目標

前項の分析の結果、次のとおり目標を設定します。

13

（１）女性の登用に関するもの

【目標１】管理監督職に占める女性の割合を３０％以上にする

消防本部を除く部局

女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２４で示された通り、国においても令和１２（２０３０）年度までに女性管理

職比率を３０％にする目標を掲げています。本市では、令和２年度から令和６年度にかけて管理監督職に占める女性の割

合は３０％以上を維持しています。しかし、主任以下の女性職員の昇任志望率は２５．６％と低い水準にあるため、今後

の小山市を担う職員の意欲向上、昇任への不安解消を図っていき、引き続き３０％以上を目標に設定します。

（２）女性の採用に関するもの

消防本部

【目標２】消防吏員に占める女性消防吏員の比率を５％以上にする

消防本部における女性消防吏員の活躍推進に係る取組については、平成２７年７月２９日付け消防消第１４９号

消防庁次長通知で示された通り、消防吏員に占める女性消防吏員の比率を、令和８年度当初までに５％に引き上げ

るという目標を掲げています。しかし、令和２年度から令和６年度にかけて採用となった女性消防吏員は２人（全

体で８人）で、消防吏員に占める女性消防吏員の比率は約３％と低い水準にあります。今後は、女性が長く安心し

て働ける職場を作るため、消防庁舎における女性専用施設の整備を進めるとともに、女性受験者を増加させるため、

説明会や職業体験会の開催、SNS等による消防の魅力発信について積極的に取り組み、引き続き、本市消防吏員に

占める女性消防吏員の比率を５％以上にすることを目標に設定します。



７．数値目標

14

（３）仕事と生活の両立に関するもの

全ての部局

【目標３】職員１人あたりの年次有給休暇の平均取得日数を１２日以上にする。

【目標４】育児休業を２週間以上取得する男性職員の割合を８５％以上にする。

第五期小山市職員子育て支援行動計画と同様の目標値を設定します。

【目標５】制度を利用可能な男性職員の配偶者出産休暇及び配偶者の育児参加休暇について、１人当たりの平均取得
日数を合計５日以上にする。

男性の子育て目的の休暇の取得を促進し、職員のワーク・ライフ・バランスの充実を図るため目標を設定します。令和

２年度が３．２日、令和３年度が３．５日、令和４年度が４．１日、令和５年度は４．４日と取得率が上昇し続けている

ことから、継続して目標を設定します。



８．具体的な取組内容

目標を実現するための具体的な取り組みを行います。

15

（１）女性の採用・登用に関するもの

① 適切なジョブローテーションによるキャリア形成を支援する

内容
仕事のやりがいを持って業務遂行を遂行し、管理監督職に必要とされるマネジメント能力を養成するた

め、様々な分野における業務経験ができるよう、キャリア形成を意識したジョブローテーションを行う。

② ロールモデルとなる管理監督者を紹介する

内容
管理監督職である女性職員の体験談を紹介し、仕事と生活の両立方法や仕事の進め方、管理監督職の魅

力を知る機会を提供し、昇任後の不安解消につなげる。

③ 管理監督職への昇任昇格の推薦について積極的な推薦を行う

内容
職員のモチベーションを維持するため、意欲や人事評価による適正な評価に基づき、性別を問わず積極

的な推薦を行うこととする。

④ 女性職員を積極的に外部の研修機関に派遣する

内容
市の未来を担うリーダーを育成するため、幅広い視野や柔軟な思考力を養成し、職務に必要な最新の情

報や高度な専門的知識・技能が得られるよう、積極的に女性職員を外部の研修機関に派遣する。



８．具体的な取組内容
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⑤ キャリアデザイン研修や健康教育等を実施する。

内容

職員一人ひとりが能力を最大限に発揮しながら働き続けられる職場環境を整えるため、職員が将来の

キャリアを主体的に設計し、職務に対する意欲向上につなげるための研修や、性別に対する固定観念や

偏見の解消、健康課題への相互理解を促進するための研修等を実施する。

⑥ 管理監督職間における交流を促進する

内容
女性管理監督職の自己研鑽と資質向上に向けた研修等を通して、女性管理監督職同志の交流を図り、仕

事に関する悩みの共有や意見交換を行うことにより、女性管理監督職の不安の解消と成長を支援する。

（２）女性の採用に関するもの

① 女性消防吏員の認知度の更なる向上に取り組むため女性向け職業体験会を開催する

内容

大学、専門学校、高等学校等のこれから社会人になる年齢層の女性をターゲットとして、女性向け職業

体験会を開催し、女性消防吏員の認知度を向上させ、職業として消防を選択肢に含む女性を増加させる。

また、受験者層と年齢の近い若手職員をリクルーターとして広報活動に積極的に起用し、SNS等の広報

媒体の活用やOG訪問による消防の魅力発信に取り組む。



８．具体的な取組内容
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① 休暇取得の積極的な推進をする

内容

休暇を取得しやすい職場風土を作り、職員がリフレッシュや自己研鑽することで自らの心身の健康に繋

げ、前向きな気持ちで仕事に取組めるようにするため、各所属にて取りまとめている年次有給休暇取得

計画表を活用し、所属職員の年次有給休暇の取得を促進させる。管理監督者は、休日が飛び石となって

いる合間に年次有給休暇を取得する「ブリッジホリデー」等連続した休暇を積極的に取得するよう促す。

② 各休暇制度の周知を行う

内容
「子の看護等休暇」や「介護休暇」等の各休暇制度を周知し取得希望する職員がスムーズに取得できる

環境を整える。

（３）仕事と家庭の両立に関するもの

③ 男性職員の育児休業取得の支援を行う

内容

育児に関する休暇及び休業制度への理解を深め、取得しやすい雰囲気を醸成するため、管理監督者を対

象に育児休業制度等の説明会を実施するとともに希望する全職員を対象に育児休暇説明会を実施する。

また、広く制度周知するため、子育て支援ブックを随時改訂し、各所属に配布するとともに電子データ

を庁内ファイル閲覧システムに掲載する。



８．具体的な取組内容
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④ 育児に関する休暇等を取得する職員の所属へのフォローを行う

内容
産前・産後休暇や育児休業を取得する職員の所属に対し、会計年度任用職員や育児休業代替職員を配置

することによって人的フォローを行います。

⑤ 心理的安全性が担保された組織づくりを推進する

内容
管理監督職向けのメンタルヘルス研修やマネジメントに関する研修を充実させ、心理的安全性の担保さ

れた組織づくりを推進することで、職員の抱える様々な不安を軽減する。



参考資料 アンケート結果

こどもや介護を必要とする家族の有無について

いる

60%
いない

30%

将来的には

考えている

10%

こどもの有無

いる

27%

いない

59%

将来的には

必要になる

家族がいる

15%

介護を要する家族の有無

子育てや介護に対してどの程度携われているか

十分携わ

れている

20%

どちらかといえば

携われている

55%

どちらかと

いえば携われ

ていない

18%

ほとんど

携われて

いない

13%

回答者数 正職員 691名
会計年度任用職員 207名
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参考資料 アンケート結果

育児や介護等をしている職員が活躍するうえで必要と思うものは何か。
（上位３つを選択）

上司の理解がある

休暇が取得しやすい

同僚の理解がある

育児や介護のための制度が整備されている

職員の業務内容と進捗管理が明確になって
おり、協力し合える

時間外勤務が少ない

似た境遇の職員がおり、お互いが理解
できる

相談窓口がある

その他

わからない
14

27

27

101

235

332

337

452

457

578

各種休暇等制度等の取得についてあなたの職場はどのような職
場環境にありますか

女性、男性共に取得

しやすい

68%

女性、男性共に

取得しにくい

18%

女性は取得しやすいが、

男性は取得しにくい

13%

男性は取得しやすいが、女

性は取得しにくい

1%

回答者数 正職員 691名
会計年度任用職員 207名
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参考資料 アンケート結果

男性が育児参加を取得することについてどのように思うか

2

11

17

161

263

444
男性も育児に参加すべきであり、
積極的に取得すべきだと思う

取得できるのであれば、
取得した方がいいと思う

個人の自由だと思う

その他

違和感を覚えるが、
やむを得ないことだと思う

育児は女性がすべきであり、
男性は取得すべきではないと思う

育児休暇を取得する男性職員の割合はどうなると良いと思うか

増やすべき

66%

これまでと

同程度

17%

わからない

16%

減らすべき

1%

回答者数 正職員 691名
会計年度任用職員 207名
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資料等をこだわって作りこむことがある

パソコンの操作が苦手である

誰にも相談できずに考え込むことがある

周囲の残業に付き合っていることがある

参考資料 アンケート結果

時間外勤務についてどのように感じているか 時間外勤務が私生活にどの程度影響を与えているか

それほどの影響

は受けていない

39%

ある程度の影響

を与えている

35%

全く影響を与

えていない

17%

多大な影響を

与えている

9%

53

79

134

141

284

多すぎる

やや少ない

やや多い

ほとんどない

平均的である

回答者数 正職員 691名

38

58

60

67

95

103

113

144

190

303

時間外勤務の要因について、傾向としてあてはまるもの（複数回答可）

担当業が多くても、周囲の職員に手伝ってほしいと
言えないことがある
仕事の流れや優先順位をうまく管理できないことが
ある

担当業務が多く、時間内に完了することが困難

その他

余裕のない状況でも、頼まれた仕事は基本的に引き受
ける
自分の仕事は自分で片づけたい

22



参考資料 アンケート結果

年次有給休暇を計画的に取得できる職場環境にあるか 年次有給休暇取得促進のために取り組むべきことは何だと思いますか

34

125

348

391

取得できる環境ではない

あまり取得できる環境にない

取得できる環境にある

概ね取得できる環境にある

2

3

6

6

26

29

87

年次有給休暇を計画的に取得できないと感じるのはなぜか

回答者数 正職員 691名
会計年度任用職員 207名

業務繁忙である

周囲に迷惑になると感じる

その他

職場の雰囲気が休暇取得
に前向きでない

上司がいい顔をしない

人事評価に影響するの
ではないかと感じる

暇な人だと思われるのが嫌だ

31

45

58

62

164

268

270業務遂行体制の工夫、改善

休暇を取得しやすい職場の雰囲気づく
り

職員のワークライフバランスに対する
意識改革

取得目標日数の設定

その他

夏季期間等における連続休暇の取得促
進

休暇取得予定表の活用

23



参考資料 アンケート結果

やりがいをもって仕事ができていると「思う」、「多少思う」と答えた
職員が仕事にやりがいを感じるのはどのようなときか

9
11
11

47
51

102
104

122
255

現在の所属でやりがいをもって仕事ができていると思うか

多少思う

51%

思う

28%

あまり思わ

ない

15%

思わない

5%

回答者数 正職員 691名
会計年度任用職員 207名

自分の能力が活かされているとき

市民から感謝されたとき

仕事に興味関心があるとき

上司や同僚から成果を認められたとき

責任のある仕事を任されたとき

業務改善がうまくいったとき

昇任・昇給したとき

その他

家族にねぎらわれたとき

やりがいをもって仕事ができていると「あまり思わない」、「思わない」
と答えた職員が仕事にやりがいを感じるとしたら、どのようなときか

自分の能力が活かされているとき

仕事に興味関心があるとき

市民から感謝されたとき

業務改善がうまくいったとき

上司や同僚から成果を認められたとき

昇任・昇給したとき

その他

責任のある仕事を任されたとき

家族にねぎらわれたとき 2
6

9
10

15
21

23
47

53
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